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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年５月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月１３日 ０６時４２分ごろ 

発生場所 山口県下関市 蓋
ふたお

井
い

島西方沖 

 蓋井島灯台から真方位２９６°１６.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１３.２′ 東経１３０°２９.０′） 

事故調査の経過  平成２２年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 PUTO
プート

 ISLAND
アイランド

（カンボジア王国）、１,３６９トン 

   ８８０８０３２（ＩＭＯ番号）、JIAZE SHIPPING CO., LTD 

７４.７７ｍ×１１.６０ｍ×７.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,１７６kＷ、１９８８年６月１０日 

Ｂ 漁船 海
かい

栄
えい

丸、１９トン 

   ＦＯ２-６５５４（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.４８ｍ（Lr）×４.１３ｍ×１.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３６kＷ（漁船法馬力数）、平成２年２月２８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４７歳 

   締約国資格受有者承認証（カンボジア王国政府発給） 

    交付年月日 ２００９年３月１７日 

          （２０１１年５月２４日まで有効） 

Ｂ 甲板員Ｂ 男性 ３３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年５月２０日 

    免許証交付日 平成１９年４月２５日 

           （平成２４年５月１９日まで有効） 

 死傷者等 負傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首部圧壊 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか６人が乗り組み、山口県西方沖を

大韓民国釜山港に向け、速力約１０.２～１０.３ノット（kn）で北西進し

た。 

船橋当直中の一等航海士Ａは、右前方約３ＭにＢ船を視認し、その後Ｂ

船が衝突のおそれがある態勢で接近してくることに気付いたが、それまで

接近する漁船群はＡ船を避けてくれていたので、Ｂ船もＡ船を避けるもの
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と思い、そのまま航行を続けた。 

一等航海士Ａは、Ｂ船が約１Ｍに接近したとき、自動操舵から手動操舵

に切り換え、衝突の直前にＢ船の操舵室を双眼鏡で見たところ、人が見当

たらなかったので減速し、汽笛を鳴らして左舵一杯としたが、間に合わ

ず、平成２２年７月１３日０６時４２分ごろ、Ａ船の右舷船首部とＢ船の

船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂの２人が乗り組み、漁場から帰航のため、

山口県西方沖を福岡県宗像市大島漁港に向け、速力約１５kn で自動操舵に

より南進した。 

単独の船橋当直に当たっていた甲板員Ｂは、左前方にＡ船が存在するこ

とに気付いたが、衝突の約５～６分前に居眠りに陥った。 

Ｂ船は、同じ針路及び速力で航行を続け、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、胸部打撲等を負った。 

 Ｂ船は、僚船に横抱きにされて帰航した。 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 南西、風速 約４～５m/s、視界 約２～３Ｍ  

海象：波が少しあり 

 その他の事項  Ａ船は、京浜港川崎区でスクラップ約１,０３６ｔを積載し、船首約２.

５６ｍ、船尾約３.９２ｍの喫水で航行していた。 

本事故海域では、Ｂ船を含む約８隻の漁船群が南進していた。 

甲板員Ｂは、操舵輪後方の椅子に腰掛けた姿勢で当直中に居眠りに陥っ

た。  

船長Ｂは、０５時ごろ甲板員Ｂに船橋当直を引き継いだのち、操舵室で

眠りについた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、蓋井島西方沖を北西進中、一等航海士

Ａが、右方から衝突のおそれがある態勢で接近す

るＢ船を認めた際、それまで接近する漁船群はＡ

船を避けてくれていたので、Ｂ船もＡ船を避ける

と思い込み、Ｂ船の進路を避けずに航行したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、蓋井島西方沖を南進中、単独で船橋当

直中の甲板員Ｂが、居眠りに陥ったため、同じ針

路及び速力で航行を続け、Ａ船と衝突したものと

考えられるが、甲板員Ｂから十分な情報を得るこ

とができなかったので、居眠りに陥った状況につ

いては明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、蓋井島西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が南進中、一

等航海士Ａが、右方から衝突のおそれがある態勢で接近するＢ船を認めた

際、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い込み、Ｂ船の進路を避けずに航行し、

また、甲板員Ｂが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

 




